
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
済
・
財
政
一
体
改
革
」
と
は
、
我
が
国
経
済
の
再
生
及
び
財
政
の
健
全
化
が
相
互
に
密
接

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
た
め
の
施
策
を
一
体
的
に
実
施
す
る
取
組
を
い
う
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
七

年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
」
を
「
同
項
に
定
め

る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
財
政
の
健
全
化
」
に
改
め
る
。
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

旧
法
第
三
条
第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

発
行
し
た
公
債
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


